
平成24年度 重点取組事項

２．山梨森林管理事務所の重点取組事項

１．山梨森林管理事務所の概要

① 森林共同施業団地の取組に着手します。

② 諏訪森アカマツ林をコアとした松くい虫防除対策に地域一体で取り組みます。

③ 甲府自然休養林において搬出間伐の地元説明会を行います。

④ 国民の自主的な森林づくりのためのフィールドを提供します。

森林・林業の再生に向け、森林の公益的機能発揮を重視した管理経営の一層の推進を念頭に、
民有林と国有林が連携した取組を進めます。

３．その他（林野庁の全国的な取組）

④ 国民の自主的な森林づくりのためのフィールドを提供します。

⑤ 森林土木工事における地域材利用を進め、木材の需要拡大を図ります。

（参考）平成24年度の主要事業量等について

① 東日本大震災後の復旧・復興に向けた取組

② 公共建築物等木材利用促進法に基づく取組の推進

③ 水資源の保全について

④ 第180回通常国会提出の国有林関連法案の概要

平成２４年４月

林野庁 関東森林管理局 山梨森林管理事務所



・ 当所は、山梨県内の山梨東部、富士川上
流及び富士川中流の３つの流域に所在する国
有林野と官行造林地を管理しています。

・ このほか、山梨県の要請を受け、南アルプ
ス野呂川地区等の県有林内対象区域におけ
る民有林直轄治山事業を行っています。

・ 県土に占める森林率が７８％と高い一方、
明治４４年３月、度重なる水害などを背景に、
当時の皇室財産であった入会御料地について
は山梨県に御下賜され、現在は恩賜県有林と
して管理されていることから、国有林の管理面

上積翠寺国有林ほか 水口国有林

山梨森林管理事務所
及び
甲府森林事務所

民有林直轄治山
野呂川地区

湯沢地区

１．山梨森林管理事務所の概要

して管理されていることから、国有林の管理面
積が小さいことが特徴です。

・ 管内の国有林野は約７割が人工林であり、
主な樹種はスギ（26%）、ヒノキ（32%）、アカマ
ツ（18%）となっています。

野呂川第一・
第二治山事業所

上佐野国有林
流域名 区域面積 森林面積

国有林 民有林
国有林野 官行造林地

山梨東部 130,934 107,6143 529 16 514 107,093 

富士川上流 209,179 148,492 1,386 1,249 137 147,114 

富士川中流 105,954 91,483 2,752 2,345 407 88,736 

合計 446,537 347,294 4,667 3,610 1,057 342,649 

（注）１ 区域面積、民有林面積は山梨県資料による。
２ 森林計画樹立年度の違い等により、計が一致しない場合がある。

（単位：ha）

樋ノ上国有林

上ノ山国有林

諏訪森国有林

南部森林事務所



① 森林共同施業団地の取組に着手します。

・ 身延町、南部町に所在する国有林は、管内の主要な林業生産活動の場として、これまでも木材の安定
供給に努めてきました。本年度より、森林・林業の再生に向けて、周辺の県有林、水源林造成地等の民有
林とともに、森林共同施業団地の取組に着手し、民有林・国有林が一体となった路網整備や間伐の推進等
に積極的に取り組むこととします。

・ この取組により、森林施業の効率化や低コスト化が図られるだけでなく、アクセスが困難であった森林の
整備、林地残材の活用や林業労働負荷の低減が期待できます。

２．山梨森林管理事務所の重点取組事項

国有林施業地

幹線ルート

国有林施業地
との接続ルート

（アクセス道の検討イメージ）

周辺森林と一
体となった路網整
備等を検討



② 諏訪森アカマツ林をコアとした松くい虫防除対策に地域一体で取り組みます。

・ 富士吉田市に所在する諏訪森国有林は、現在も高齢アカマツの大径木が存在しており、林野庁では植
物群落保護林として設定し、適切な保護管理に努めています。
・ 我が国は平成24年1月、「富士山」を世界文化遺産として世界遺産一覧表に記載するため、推薦書をユ

ネスコ世界遺産センターへ提出しました（文化庁・環境省・林野庁の共同推薦）。構成資産の１つ「吉田口登
山道」の一部を諏訪森国有林が担っています。
・ 寛永年間（1624～1644年）の植栽記録が残る諏訪森アカマツ林を、松くい虫被害から守り、保全していく

ためには、地域一体となった取組が必要です。このため、「富士北麓地域松枯れ防除対策協議会（仮称）」
を発足し、関係機関と連携を図りながら、保全に向けた取組を進めます。

諏訪森アカマツ林

現存するアカマツ大径木

歴史的背景等を明記した管理指針書を

平成24年1月に策定 冨士山北口本宮冨士嶽神社境内全図（富士吉田市歴史民俗博物館蔵）



③ 甲府自然休養林において搬出間伐の地元説明会を行います。

・ 甲府市街地の北部に位置する甲府自然休養林は、市民に「裏山」の愛称で親しまれている都市近郊林
です。また、山梨県では自然休養林を含めた森林公園「武田の杜」として遊歩道等の整備が進められ、近
年ではトレイルランニングレースも開催されています。

・ 都市近郊という立地条件から、小中学校による森林環境教育や企業等の国民参加の森づくりの場とし
ても、広く活用されています。

・ 一方、甲府自然休養林内にもスギ・ヒノキ等の人工林があり、間伐等の森林整備が必要となっています。
これまでの松くい虫防除対策等の保全対策に加え、木材の安定供給に向けた搬出間伐を実施し、あわせ
て林業事業体の研修会の場として関係機関とも連携し取り組むこととします。
・ 甲府自然休養林における搬出間伐の取組は、初年度となることから地元説明会を行うこととしています。

武田の杜トレイルランニングレース

（林業事業体の研修会イメージ）森林環境教育の場としての活用



④ 国民の自主的な森林づくりのためのフィールドを提供します。

・ 甲府自然休養林おいて、豊かな森林環境の中で子どもたちが様々な自然体験や自然学習を進めること
ができるよう、小・中学校と協定を結び、森林環境教育の実践の場として、国有林野を 「遊々の森」として提
供し、国有林職員を講師として派遣しています。

・ また、自ら森林づくりを行いたいという要望に応え、ボランティア団体等と協定を結び、森林づくり活動を
進める「ふれあいの森」としてフィールドの提供を行っています。
・ 今年度は新たに千代田湖に通じる和田峠街道（県道104号線）沿いのカエデ科の林分を対象に、「ふれ

あいの森」を設定することとし、その活動主体を公募することとしています。国民参加の森林づくりを進め、
森林・林業の役割や森林の有する公益的機能について普及啓発を行います。

ゆうゆう

「遊々の森」での小・中学校による森林環境教育

「ふれあいの森」でのボランティアによる植樹活動

今年度の「ふれあいの森」公募予定地（和田峠街道）



⑤ 森林土木工事における地域材利用を進め、木材の需要拡大を図ります。

・ 南アルプス市の野呂川流域（県有林地内）では、山梨県の要請に応じて、昭和34年度から下流域の災

害防止、流域内施設の防護、水資源及び自然環境の保全を目的とした民有林直轄治山事業を行っていま
す。平成19年度には韮崎市内の湯沢地区（県有林地内）が追加され、事業を実施しています。
・ 平成24年度は、これらの民有林直轄治山事業に加え、南部町の上佐野国有林においても昨年度の台
風による山地災害の復旧対策を実施しています。

・ 森林土木工事の施工に当たっては、森林・林業基本計画や公共建築物等木材利用促進法の趣旨を踏
まえ、積極的に地域材利用を推進し、地域活性化にも資する木材の需要拡大を図ることとしています。

山腹工における木柵の施工例

丸太残存式型枠を使用したコンクリート土留工及び谷止工の施工例

（関東森林管理局における業務研究発表において最優秀賞を受賞）



（参考）

平成24年度の主要事業量及び予算

１ 主要事業量 ２ 予 算
（単位：千円）

区 分 単位 ２３年度当初 ２４年度当初
対前年度
比

区 分 ２３年度当初 ２４年度当初
対前年
度比

収穫量

主 伐 千m3 1,600 10,300 644%

収 入

林産物等収入 18,500 31,000 168%

間 伐 千m3 9,899 9,717 98% 分収育林収入 - - -

計 千m3 11,499 20,017 174%
林野土地売払

代
- - -

販売量

立木販売 千m3 - - - 土石売払代 - - -

製品販売 千m3 1,500 2,600 173%
財産貸付料等

収入
（雑収入等含む）

3,392 2,407 71%

【 トピック 】

当所では、木質バイオマスを有効活用するため、

木質ペレットストーブを２台導入しました。

来所者の皆さまにもご好評をいただいています。

造 林

下 刈 ha 15 17 113% 計 21,892 33,407 153%

植 付 ha - - -

支 出

事業的経費等 63,869 78,015 122%

治 山

工 事 千円 (51,505) 381,502 (234,757) 362,199 95% その他の経費 16,336 11,250 69%

保安林改
良

千円 (4,357) 0 (0) 4,000 - 計 80,205 89,265 111%

注：（ ）は前年度繰越で外書。
収穫量の主伐は分収林であり、販売量には計上していない。

注：（ ）は前年度繰越額で外書



① 東日本大震災後の復旧・復興に向けた取組

・ 津波で被災した海岸防災林や林地・林道被害等の早期復旧に取り組むと
ともに、復興に必要な木材の安定供給に努めます。

・ 復興に必要な用地に係る地方公共団体等からの要請に対して、国有林野
の貸付けや売払いを行うなど積極的な対応に努めます。

・ 放射性物質に汚染された森林の除染については、関東森林管理局に新た
に設置した森林放射性物質汚染対策センターを核として、関係市町村等と連
携を図りながら国有林の森林除染を実施します。また、除去土壌等の仮置場
や除染技術の実証・研究開発等に係る国有林のフィールド提供等に積極的

３．その他（林野庁の全国的な取組）

や除染技術の実証・研究開発等に係る国有林のフィールド提供等に積極的
に対応します。

森林の除染（落葉等の堆積有機物の除去） 仮置場としての国有林の提供



② 公共建築物等木材利用促進法に基づく取組の推進

・ 国では各省各庁において、公共建築物等木材利用促進法に基づき、低層の公共建築物に限らず、内装
の木質化や間伐材等を使用した備品、消耗品の調達に積極的に努めているところです。

・ 地方公共団体においても、地域経済の活性策が展開される中で、一定程度、法に基づく市町村方針が作
成され、木材の利用が進められていますが、まだまだ民間事業者等への波及には不十分な状況です。

・ 森林資源が充実する中で、健康な森のサイクルを確立するためには、間伐等により木材を有効に活用し
ていくことが重要です。 「植える、育てる、収穫する、上手に使う」というサイクルを確立し、森林・林業のもつ
多面的機能を十分発揮させる必要があります。

木造と非木造の混構造の採用も積極的に検討する
ことが必要です。



③ 水資源の保全について

・ 水資源の保全については、国会では水循環基本法の制定に向けた動きがあり、また、県内においても水
源地の保全に向けた条例を制定した地方公共団体もあります。

・ 民有林においては、昨年の森林法の改正により、本年４月から新たに森林の土地を取得した際の市町村
長への届出制度、無届による伐採に対する伐採中止や造林命令が発せられることとなりました。

・ 国有林については、森林の持つ公益的機能の維持増進等を目的として、引き続き適切に管理経営してい
くこととしています。

○ 国有林は、公益的機能の維持増進、林産物の持続的・計画的な
供給等を目的として国が所有しているものであり、売払い、貸付等は
行わないことが原則

国有林の扱い

○ 国有林の売払い等は、その目的を妨げない限度において、公用、
公共用、公益事業の用に供する場合などに限定

○ 国有林は水源地域を中心に大半を水源かん養保安林に指定し
ています。

○ 保安林の整備
・ 本数調整伐などの保安林の機能を高める対策
・ 治山事業による森林への復旧対策

（単位：千ha）

※ （ ）内は国有林面積に占める割合

国有林における水源の保全の取組



④ 第180回通常国会提出の国有林関連法案の概要（平成24年3月提出）

国有林の有する公益的機能を十全に発揮させるため、国有林及び民有林の一体的な整備及び保全を推進
する制度を創設するとともに、国有林野事業特別会計において企業的に運営してきた国有林野事業について、
一般会計において実施することとする等の所要の措置を講ずる。

国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の
管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律案の概要

法案の概要

○ 農林水産大臣等が定める「国有林野の管理経営計画」を拡充し、国

国有林野の管理経営に関する法律の一部改正 特別会計に関する法律の一部改正

○ 農林水産大臣等が定める「国有林野の管理経営計画」を拡充し、国
有林だけではなく、国有林と一体として整備及び保全を行うことが相当
と認められる民有林についても、その整備及び保全ができるよう措置
※ 地域の実情に応じ、巡視や林道の整備等のほか、野生動植物の生息・生

育環境の保全、外来植生の駆除等を想定

○ 分収林契約について、長伐期施業の推進のため、契約期間を延長
できるよう措置

○ 共用林野制度について、地域住民の共同のエネルギー源として、国
有林野内の立木を使用できるよう措置

森林管理局長は、公益的機能の維持増進のため必要があると認めると
きは、国有林に隣接する民有林について、森林所有者等と協定を結び、当
該民有林の整備及び保全を行うことができるよう措置

国有林野事業特別会計を廃止し、国有林野事業は一般会計において
実施することとする。

既存の累積債務については、債務を国民の負担とせず、林産物収入等
によって返済することを明確にするため、債務処理を経理する暫定的な
特別会計を設置する。
※ あわせて、債務の返済期限、利子補給等についても規定。

その他、国有林野事業職員の労働関係、給与等について定める各法律
の改正等を措置

国有林と民有林の一体的な整備・保全が図られ、森林の有する公益的機能が十全に発揮される。

期待される効果

森林法の一部改正


